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令和２年度 第１回 

幕別町使用料等審議会 議案 
 

日時 令和３年１月 29日（金）午後７時 

場所 幕別町役場３階 会議室３－Ａ・Ｂ 

 

〔会議次第〕 

１ 委嘱状交付 

 

 

２ 町長挨拶 

 

 

３ 自己紹介 

 

 

４ 議  事 

 

議案第１号 会長の選出について 

 

幕別町使用料・手数料の見直しに関する基本方針(案)に係る諮問 

 

議案第２号 会長職務代理者の指名について 

 

議案第３号 幕別町使用料・手数料の見直しに関する基本方針(案)について 

 

 

５ スケジュール等について 

 

 

６ その他 
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使用料・手数料の見直しに関する基本方針（案）の概要       

  

第４次行政改革大綱の推進項目に掲げられた「使用料・負担金等受益者負担の見直し」及び「公共施設使

用料減免の見直し」を実施するため、使用料・手数料について、算定方法等を明確化することで料金の適正

化を図るとともに、受益者負担の原則の徹底及び減免基準の見直しにより、負担の公平性・公正性を確保す

ることを目的に、「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」を策定する。 

 

Ⅰ 使用料について                                          

 

１ 見直しの適用範囲（基本方針２頁） 

  公営住宅など法令等により一定の基準が示されている施設、町営牧場や幼稚園など役務やサービスの

提供が伴う施設及び公営企業の概念から独立採算を前提とするスキー場などは、本基本方針における見

直しの適用除外とし、それぞれ施設の目的・性質等に応じて個別に見直すこととする。 

本基本方針では、文化施設や体育施設、保健・福祉施設など計１１５施設の見直しを図る。 

 

２ 算定方法の明確化（基本方針４頁） 

    基本算定式  使用料 ＝ 原価 × 受益者負担割合    

  原価に算入しない費用…土地・建物取得費、修繕・維持補修費など 

【受益者負担割合】町民が日常生活を送る上での施設の必要性（必需性）と、民間において提供されるな

どの市場の代替性（市場性）を基準に、５０％と１００％の２分類を設定する。 

 

３ 算定方法（基本方針７頁） 

(1) 貸室等の使用料の計算方法（コミセン、スポセン、町民会館など） 

   一定のスペースを使用する場合は、１㎡当たりの時間単価から料金を算定する。 

使用料 ＝ ［施設全体の原価 ÷ 貸出可能面積の合計 ÷ 年間貸出可能時間 

       × 使用面積 × 受益者負担割合］ × 使用時間 

 

 (2) 個人利用にかかる使用料の計算方法（町民プール、体育館の個人利用など） 

   施設を不特定多数の個人が同時に利用する場合は、年間利用者数から料金を算定する。 

   使用料 ＝ 施設全体の原価 ÷ 年間利用者数 × 受益者負担割合    

 

４ 減額・免除基準の整理・統一化（基本方針９頁） 

使用料の減額や免除は、受益者負担の公平性・公正性を確保する観点から、政策的・特例的措置として

適用を限定し、施設間で対象者となる年齢や減額率等にばらつきが見られるため、統一基準を設定する。 

(1) 団体等の利用にかかる基準 

町が自ら使用する場合 免除 

町内の保育所・幼稚園・小中学校において、町が認める行事のために使用する場合 免除 

町スポーツ少年団登録団体並びに町内の中学校及び高等学校の部活動において、本来の目的のた

めに使用する場合 
免除 

町が共催する行事のために使用する場合 免除 

(2) 個人利用にかかる基準 

中学生以下の者が利用する場合 無料 

高校生が利用する場合 一般料金の３割減額 

障がいのある者が利用する場合（及び介助者１名まで） 無料 

(3) 町長が特に必要と認める基準 

   適用は災害対応など、公共性・公益性が非常に高く真にやむを得ない場合に限定する。 

 

５ 適用範囲の特例（基本方針１０頁） 

行政区がコミュニティ活動を目的として公共施設を使用する場合に限り、特例として使用料を免除する。 
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６ その他の基準（基本方針１０頁） 

(1) 営利目的等の取扱い…営利目的の場合は１０割、販売を伴う場合は２０割、入場料等を徴収する場合

は入場料等の金額により５割～１５割を使用料に加算する。 

(2) 曜日、使用時間帯別による使用料の格差…利用者によっては使用できる曜日等が限定される方もい 

るため、曜日等による格差は設けない。 

(3) 冷 暖 房 加 算…冷暖房に係る光熱水費は原価に算入済みのため、加算は行わない。 

 

Ⅱ 手数料について                                          

 

１ 見直しの適用範囲（基本方針１２頁） 

戸籍等交付手数料など法令等により料金が決められているもの、独立採算を運営原則とするもの、北海

道からの権限移譲の際に標準手数料等が示されているもの及び近隣自治体と均衡を図り決定している建

築関係手数料などについては、それぞれの目的、性質等に応じて、個別に手数料を見直すこととする。 

  本基本方針では、各種証明手数料や交付手数料、閲覧手数料など計３５手数料の見直しを図る。 

 

２ 算定方法（基本方針１５頁） 

手数料 ＝ 時間当たりの人件費単価 × １件当たりの事務処理時間 

        ＋ １件当たりの物件費 ＋ １件当たりのその他必要経費 

 

３ 減額・免除（基本方針１５頁） 

手数料については、それぞれ目的や性質等が異なっており、行政サービスごとに性格に沿った減免措置

が必要であることから、現行どおり、それぞれの条例の規定において取り扱うこととする。 

なお、減免措置はあくまで受益者負担の例外であり、減免の取り扱いが際限なく広がることがないよう、

行政サービスの性格と、減免の対象となる場合とを十分に検討するものとする。 

 

Ⅲ 見直しの対象、新料金の適用時期、定期的な見直し及び町としての努力                

 

１ 見直しの対象（基本方針１６頁） 

ごくわずかな乖離に基づき、頻繁に使用料・手数料の見直しを行うことや、大きな乖離が生じるまで見

直しを見合わせ、後に大幅な見直しを行うことは、住民に過度な負担や混乱等を招く恐れがあるため、理

論上の適正料金と現行料金を比較し、概ね２０％以上の乖離が生じているものを対象とする。 

 

２ 新料金の適用時期（基本方針１６頁） 

本基本方針に基づく新たな使用料・手数料の適用時期は、令和４年４月を予定している。 

 

３ 見直しの時期（基本方針１６頁） 

町民ニーズや施設の維持管理等に要する費用の変化等を的確に把握し、現行の使用料・手数料が適正か

否かを検証するため、行政コスト計算は毎年行い、その結果、現行料金と比較して概ね２０％以上の乖離

が生じている使用料・手数料について、見直しを行うこととする。 

 

４ サービスの充実、利用者拡大施策の実施と経費削減の努力（基本方針１６頁） 

町は、「効率的な施設運営及び事務の効率化による受益者負担の軽減」と「サービス内容の拡充と稼働

率の向上」の両面を目指していく必要があることを認識し、サービス向上と経費節減、各施設の情報提供

や利便性の向上による稼働率の向上に向け、積極的に取り組んでいくこととする。 

 

Ⅳ 町民負担の急激な上昇などを防ぐための方策（激変緩和措置）（基本方針１７頁）            

 

使用料・手数料の見直しに伴う町民負担の急激な増減を抑制するため、現行料金より著しく高額になると

きは、原則、現行料金の１.５倍を限度とし、また、現行料金が無料、若しくは料金が未設定となっている

ときは、原則、理論上の適正料金の５０％を限度とする。 

ただし、見直し後の料金が、民間や周辺自治体に比べて著しく高額となり利用率の低下が見込まれる場合、

または、著しく低額となり民間の営利事業を圧迫することが見込まれる場合などは、料金の見直しを調整す

ることとする。 
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はじめに 

 

 幕別町では、「行政改革の最終目標は行政サービスの向上」にあるとの基本的な認識の下、

昭和 62 年の「第１次行政改革大綱」を皮切りとして、平成 28 年３月に「第４次行政改革

大綱」を策定し、時代の潮流に合わせながら、効率的な行政運営と財政の健全化を推進し

てきたところです。 

 

 「第４次行政改革大綱」における推進計画の推進項目として 39 項目設定していますが、

その中で「使用料・負担金等受益者負担の見直し」及び「公共施設使用料減免の見直し」

を掲げ、「使用料・負担金等の積算根拠及び減免基準の見直しと見直しサイクルの検討」を

具体的な実施項目としています。 

 

 地方公共団体が提供する公共サービスは、広く住民の皆様から徴収した税金により賄わ

れていますが、サービスにより利益を受ける者が特定されるものについては、全てを税金

で賄うと、利益を受ける者と受けない者との不公平が生じることから、利益を受ける者に

一定の費用等の負担を求めることとしています（受益者負担の原則）。 

 

 本町における現行の使用料・負担金等については、分担金、負担金といった主に法令等

により算定根拠が定められているものや、水道料金など見直しを行っているものがある一

方、多くの使用料・手数料については設定以降、物価や人件費は上昇傾向で推移し、サー

ビスの提供にかかる費用は増加しているものの、全般的な見直しがなされておらず、現在

まで同じ金額で据え置かれたものもあります。 

 

このことから、使用料・手数料について、算定方法等を明確化（ルール化）することで

料金の適正化を図るとともに、受益者負担の原則の徹底及び減免基準の見直しにより、負

担の公平性・公正性を確保することを目的に、「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」

を策定します。 
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Ⅰ 使用料について                           

 

  使用料とは、地方公共団体の行政財産の目的外使用または公の施設の使用の対価とし

て、その利益を受ける者から徴収する料金のことです（本基本方針では、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 225 条に規定する使用料とします）。 

 

＃ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 

（使用料） 

第 225 条 普通地方公共団体は、第 238 条の４第７項の規定（行政財産の目的外使用）による許可

を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 

 

１ 見直しの適用範囲 

  今回の見直しの範囲は、使用料の算定方法を明確化（ルール化）する観点から、公の

施設のうち、誰でも利用が可能であり、かつ、使用に伴いかかる経費（光熱水費、人件

費等実費相当額）と使用料（対価）の関係において、一定のルールに基づき統一的な算

定方法により料金設定することが可能な施設（一般的な貸館（貸室）の性格を有する施

設）とします。 

このことから、公営住宅など法令等により一定の基準が示されている施設、町営牧場、

幼稚園、へき地保育所、学童保育所など役務やサービスの提供が伴う施設及び公営企業

の概念から独立採算を前提とするスキー場などについては、一定のルールに基づき統一

的な算定方法により使用料を設定することによらないことから、本基本方針における見

直しの適用除外とし、それぞれ施設の目的、性質等に応じて、個別に使用料を見直すこ

ととします。 

このほか、公園（パークゴルフ場の個人利用を含む）や、体育施設のうちスケートリ

ンクなどについては、施設の形態等から利用者の把握・管理が困難な施設であることか

ら、現行どおり使用料を設定しないこととして、見直しの対象外とします。 
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区 分 施   設 

基本方針適用施設 コミュニティセンター、札内コミュニティプラザ、近隣センター、 

町民会館、百年記念ホール、公民館、集団研修施設こまはた、 

農業者トレーニングセンター、幕別運動公園野球場、 

幕別運動公園陸上競技場、札内スポーツセンター、忠類体育館、 

白銀台スキー場宿泊ロッジ、農業担い手支援センター（宿泊室を除く）、

ふるさと味覚工房、ふれあいセンター福寿（生活支援ハウスを除く） 

基本方針適用施設(※) まなびや、幕別運動公園体育施設（野球場、陸上競技場を除く）、 

札内スポーツセンターテニスコート、忠類野球場、忠類テニスコート、 

依田公園体育施設、札内川河川緑地体育施設、町民プール、 

パークゴルフ場（大会等使用に限る）、ナウマン公園キャンプ場、 

小中学校（学校開放）、老人健康増進センター、老人福祉センター、 

趣味の作業所、保健福祉センター 

基本方針適用除外施設  

 法令等により一定の基

準が示されている施設 

公営住宅（特定公共賃貸住宅、町営住宅を含む） 

役務やサービスの提供

が伴う施設 

町営牧場、幼稚園（延長保育）、へき地保育所、学童保育所 

独立採算を前提とする

施設 

スキー場、上下水道 

その他統一的な算定方

法によらない施設 

考古館、ふるさと館、忠類ナウマン象記念館、 

ナウマン温泉ホテルアルコ、道の駅・忠類、 

公営住宅駐車場、墓地、葬斎場、道路、公園、 

幕別町行政財産使用料条例（昭和 57 年条例第８号）に基づく目的外使用 

見直し対象外施設 交通公園鉄道資料館、駅前駐輪場、スケートリンク、 

パークゴルフ場（個人利用に限る）、屋外ゲートボール場 

※ 現時点において使用料が設定されていない施設でありますが、施設を使用する者と使用しない者

との「負担の公平性・公正性」を確保する観点から、見直し適用施設とします。 

 

２ 見直しの基本方針 

  使用料の見直しに当たっての基本方針は次の４項目です。 

 

(1) 受益者負担の原則の徹底 

(2) 算定方法の明確化 

(3) 施設の性質別分類と受益者負担割合の整理 

(4) 減額・免除基準の整理・統一化  

 

(1) 受益者負担の原則の徹底 

   使用料は、公共施設等の利用者からその使用の対価として納付されるものであり、利

用者の立場に立つと安価であればあるほど高い効用が得られますが、この場合、公共

施設の維持管理等に要する経費は税金で賄われることとなり、町民全体の負担となり

ます。 

  このため、施設を使用する者と使用しない者との「負担の公平性・公正性」を確保す

る観点から、利用者に応分の負担を求めることとします。 
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(2) 算定方法の明確化 

  応分の負担を求める受益者や町民の皆様に分かりやすく説明するためには、使用料算

定の積算根拠を明確にし、原価のあり方や負担割合等の基本的な考え方を整理する必要

があることから、次のとおり使用料に関する基本算定式を設定します。 

   

 基本算定式   使用料 ＝ 原価 × 受益者負担割合 

 

 原     価：施設の維持管理等に要する費用 

 受益者負担割合：対象とする施設が「日常生活に不可欠か（必需性）」、「民間による提供

が難しいか（市場性）」といったサービスの性質（公共性の強弱）によ

る町（公費）と受益者の負担割合 

 

【使用料の算定イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 原価算定の基本的な考え方 

コスト算定に用いる年数は、複数年の実績に基づき積算する方が精度は上がりますが、

公の施設に係る維持管理等に要する費用は、年度間においてそれほど大きな差が生じな

いため、膨大な事務量に対して効果は少ないと考えられます。 

このため、原価算定に用いる対象年度は、原則として算定を行おうとする年度の前年

度の決算額によるものとします。 

ただし、前年度の決算額が過去３年間の決算額と乖離が大きい場合は、３年間の平均

値を使用します。また、経常経費でありながら、毎年度発生しない費用（２年に１度発

生する費用など）は、単年度当たりの費用を算入します。 

なお、算定年度に新たに発生する費用は、対象費用として算入します。 
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す
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間接的費用

臨時的費用

施
設
の

性
質
に
よ
る

受
益
者
負
担
分

施
設
の

性
質
に
よ
る

公
費
負
担
分



5 

② 原価計算の基礎 

原価計算の基礎については、行政で使用する民間企業的な会計手法を用いた行政コス

ト計算の手法を基本に用いることとします。 

行政コスト計算は、平成 13 年３月に総務省が「地方公共団体の総合的な財政分析に関

する調査研究会報告書」で示したものであり、これによると経費は、「人にかかる費用」、

「物にかかる費用」、「移転支出的な費用」及び「その他の費用」に大きく分類されます

が、このうち、施設の維持管理等に要する経費である「人にかかる費用」及び「物にか

かる費用」を、原価計算の基礎とします。 

 

【原価に算入する費用】 

区 分 費 用 内   容 

人にかかる費用 人件費 
サービス業務や施設を維持管理するための業務に、直

接従事する職員に要する費用。 

物にかかる費用 物件費 
サービス提供や施設を維持管理するための、需用費、役

務費及び備品購入等に要する費用。 

 

【「人にかかる費用」と「物にかかる費用」の内訳】 

 

 

 

 

 

  

需
用
費

手数料

自動車損害保険料

建物災害保険料

印刷製本費

食糧費

消耗品費

物
に
か
か
る
費
用

役
務
費

光熱水費

郵便料や電話料など施設が受けたサービスの対価として
支出する費用。

机や椅子など長期間その形状を変えることなく使用し、
かつ保存できる物品の取得に要する費用（概ね100万円
未満）。

備品購入費

通信運搬費

使用料及び賃借料
コピー機の使用や車両の借上げなどサービス提供及び施
設の維持管理に要する費用。

物
件
費

旅費
施設の管理を実務として行っている者の出張に要する費
用。

施設の運営及び保守点検等の作業を外部委託する費用。委託料

燃料費

事務用品などの消費的な物品の取得等に要する費用。

人
に
か
か
る
費
用

人
件
費

施設の管理を実務として行っている者に対する費用。
給料

報酬

職員手当等

共済費
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【原価に算入しない費用】 

区 分 理   由 

土地の取得に要した費用 

土地は他の有形固定資産のように、原価を将来に渡って費用配分する

という減価償却の考え方をもたない。また、年数の経過により資産価値

が減少するものではなく、施設が廃止された後も町（町民全体）の資産

として残るため、原価として算入しない。 

建物の取得に要した費用

及び修繕・維持補修に要

した費用 

建物は町の施策として、それぞれの行政目的を持って建設されたもの

であり、建設や修繕等に要した費用は、すべての町民に利用の機会を提

供するための費用であるとの考えから、原価として算入しない。 

その年度のみ一時的・臨

時的に要した費用（災害

による現場の復旧に要し

た費用など） 

災害等の特殊事情により一時的・臨時的に要した費用など、通常のサー

ビスを提供するに当たり、直接関連しない費用は原価として算入しな

い。 

 

(3) 施設の性質別分類と受益者負担割合の整理 

  町が提供するサービスには、町民の日常生活に必要で、市場原理によっては提供され

にくい施設から、民間においても類似の施設が存在するものまで多岐にわたっていま

す。 

   このため、受益者負担の原則のみに基づき各サービスの価格を設定することは困難

であることから、施設を２つの性質に分類し、その分類ごとに「公費負担」と「受益者

負担」の割合を設定します。 

 

①「施設分類」の考え方 

施設の性質については、日常生活を送る上で施設の必要性が高いものなのか低いも

のなのか（必需性）、民間において提供されるなど施設に市場の代替性があるか否か（市

場性）の基準で分類します。 

 

ア 施設の必需性 

必需性の高い施設 日常生活上、ほとんどの人が必要とするサービスを提供する施設 

必需性の低い施設 
生活や余暇をより快適で潤いのあるものとするため、特定の町民が恩恵を受

ける施設 

 

イ 施設の市場性 

市場性の高い施設 市場原理により、民間でも提供可能なサービスを提供する施設 

市場性の低い施設 市場原理では提供されにくく、主として行政が提供する施設 
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②「受益者負担割合」の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  本基本方針の適用施設（現行、使用料を徴収していない施設を含む。）については、  

受益者負担の原則に基づき、別紙１「公共施設使用料の性質別分類一覧」のとおり分類

します。 

 

③ 算定方法  

使用料の算定は、会議室、集会室、体育館、競技場等の１室、１面等当たりの料金と

して算定する「貸室等の使用料」と、１人当たりの料金として算定する「個人利用にか

かる使用料」に分類し、算定します。 

 

ア 貸室等の使用料の場合 

貸室等（会議室、ホールなど）、一定のスペースを使用する場合の使用料は、次のとお   

り算定します。 

 

 使用料 ＝ [施設全体の原価 ÷ 貸出可能面積の合計 ÷ 年間貸出可能時間 

      × 使用面積 × 受益者負担割合] × 使用時間 

 

【計算方法】 

・１㎡当たりの年間原価を算出する。 

（ア）１㎡当たりの年間原価 ＝ 施設全体の原価 ÷ 貸出可能面積の合計 

※ 廊下やトイレなど共用部分に要する費用についても、原価として算定します。 

※ 貸出可能面積の合計には、共用部分は含みません。 

 

・１㎡当たりの時間原価を算出する。 

（イ）１㎡当たりの時間原価 ＝（ア）１㎡当たりの年間原価 ÷ 年間貸出可能時間 

 

・貸室等の使用料を算定する。 

（ウ）貸室等の使用料 ＝(イ)１㎡当たりの時間原価 × 使用面積 × 受益者負担割合 

 

・使用時間当たりの使用料を算出する。 

（エ）使用時間当たりの使用料 ＝（ウ）貸室等の使用料 × 使用時間 

 

 

 

○高  

○高  ○低  市場性 

必需性 

【第１分類】 

受益者負担  50％ 

公費負担    50％ 【第２分類】 

受益者負担 100％ 

公費負担    0％ 

公共施設使用料の性質別分類一覧 
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【例】会議室を３時間使用する場合の使用料 

区分 集会室 会議室 事務室 
共用部分 

（廊下等） 
合計 

延べ床面積 500 ㎡ 100 ㎡ 40 ㎡ 60 ㎡ 700 ㎡ 

○施設全体の原価   6,000,000 円 

○年間貸出可能時間  4,667 時間 

○受益者負担割合   50％ 

○貸出可能面積の合計 600 ㎡（集会室 500 ㎡＋会議室 100 ㎡） 

 

（ア）１㎡当たりの年間原価＝6,000,000 円÷600 ㎡＝10,000 円/㎡ 

（イ）１㎡当たりの時間原価＝10,000 円/㎡÷4,667 時間＝2.14 円/㎡/時間 

（ウ）貸室等の使用料＝2.14 円/㎡/時間×100 ㎡×50％＝100 円（100 円未満切り捨て） 

（エ）使用時間当たりの使用料＝100 円×３時間＝300 円 

 

 

イ 個人利用にかかる使用料の場合 

  プールや体育館の個人利用などのように、ある一定の部屋（区画）を不特定多数の個

人が同時に利用する場合の施設使用料は、次のとおり算定します。 

 

使用料 ＝ 施設全体の原価 ÷ 年間利用者数 × 受益者負担割合 

 

【計算方法】 

・１人当たりの原価を算出する。 

（ア）１人当たりの原価 ＝ 施設全体の原価 ÷ 年間利用者数 

※ 年間利用者数は前年度の人数としますが、直近３年間で比べ、極端に利用者数が

少ない場合は、施設ごとに判断できるものとします。 

 

・個人利用にかかる使用料を算定する。 

（イ）個人利用にかかる使用料 ＝（ア）１人当たりの原価 × 受益者負担割合 

 

【例】プールを利用する場合の使用料 

○施設全体の原価 3,000,000 円 

○年間利用者数  4,000 人 

○受益者負担割合 50％ 

 

（ア）１人当たりの原価＝3,000,000 円÷4,000 人＝750 円 

（イ）個人利用にかかる使用料＝750 円×50％＝300 円（100 円未満切り捨て） 
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 (4) 減額・免除基準の整理・統一化 

   使用料の減額や免除は、公益的な活動を行う団体の活動支援や施設の利用促進など

に一定の効果はありますが、受益者負担の公平性・公正性を確保する観点から、政策的・

特例的措置として適用を限定します。また、施設間で減額・免除の対象者となる年齢や

減額率等にばらつきが見られるため、これまでの基準を検証し、減額・免除の統一基準

について、次の位置づけを基本に統一基準を設定します。 

    

① 団体等の利用にかかる基準  

② 個人利用にかかる基準  

         ③ 町長等が特に必要と認める基準 

 

① 団体等の利用にかかる基準 

   公共・公益上の使用に限り、次の表のとおり、減額・免除することを統一基準とし   

ます。 

 

 対   象 減額・免除内容 

１ 町が自ら使用する場合 免除 

２ 
町内の保育所・幼稚園・小中学校において、町が認める行事のために使用す

る場合 
免除 

３ 
町スポーツ少年団登録団体並びに町内の中学校及び高等学校の部活動にお

いて、本来の目的のために使用する場合 
免除 

４ 町が共催する行事のために使用する場合 免除 

※ 町が共催する行事のために使用する場合、施設によっては備付物件を使用する際、配置及び調整を

外部発注するケースもあることから、貸室等の使用料は免除としますが、備付物件の使用料について

は５割減額とします。 

 

② 個人利用にかかる基準 

   個人利用施設では、障がい者の自立促進や青少年の健全育成を支援・推進する観点か

ら、減額・免除措置について、次の表のとおり取り扱います。 

 

 対   象 減額・免除内容 

１ 中学生以下の者が利用する場合 無料 

２ 高校生が利用する場合 一般料金の３割減額 

３ 障がいのある者が利用する場合（及び介助者１名まで） 無料 

 

 

＃ 障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号） 

（経済的負担の軽減） 

第 24 条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は

障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策

を講じなければならない。 
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③ 町長等が特に必要と認める基準 

   適用は公共性・公益性が非常に高く真にやむを得ない場合に限定します（災害対応な

ど想定外の事態に対応することを想定）。その適用に当たっては、可能な限り要綱等で具

体的な例を示すこととします。 

 

(5) 適用範囲の特例 

行政区のコミュニティ活動については、行政区ごとに別に定める公共施設（別紙２参

照）を使用する場合に限り、本基本方針の適用範囲の特例として使用料を免除します。 

 

(6) その他の基準 

① 営利目的等の取扱い 

営利目的で使用する場合や入場料等を徴収する場合については、次のとおり加算の規

定を設けるものとします。 

 

ア 営利目的で使用する場合 

営利目的で使用する場合の使用料は 10 割を加算します。なお、販売を伴う場合の使用

料は 20 割を加算します。 

 

イ 入場料等を徴収する場合 

  入場料等を徴収する場合の使用料は、次の表のとおり使用料を加算します。 

 

 入場料等の金額 加算割合 

１ 1,000 円未満 ５割 

２ 1,000 円以上 3,000 円未満 10 割 

３ 3,000 円以上 15 割 

 

② 使用料の前納と還付 

使用料は、使用承認後、速やかに利用者が納付（前納）することを基本とします。   

また、納付された使用料は、施設の適正利用を図る観点から、原則返還しないものとし

ますが、次の表の場合に限り、使用料の一部または全部を還付することができるものと

します。 

 

 対   象 

１ 使用者の責によらない事由により使用することができない場合 

２ 使用の中止又は変更の申出に基づき、町長等が相当の理由があると認めた場合 

３ その他町長等が特別な理由があると認めた場合 

 

③ 使用料の単位 

使用料の単位は、事務の効率化を図るため、100 円単位（100 円未満切り捨て）とし、

最低料金を 100 円とします。 
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④ 曜日、使用時間帯別による使用料の格差 

曜日や使用時間帯により使用料の格差を設定し、利用の均等化を図ることも考えられ

ますが、現状は特定の曜日や使用時間帯に競合性が発生しておらず、また、利用者によ

っては勤務形態等により使用できる曜日や時間帯が限定される方もいるため、曜日等に

よる格差は設けないこととします。 

 

⑤ 冷暖房加算 

冷暖房期間中も冷暖房を使用しない場合があるほか、期間中以外にも冷暖房を使用す

ることができるように、さらには、分かりやすく簡素な料金設定を行う観点から、原則

として冷暖房に対する加算は行わないこととします（冷暖房に係る光熱水費については、

原価に算入済み）。 

 

⑥ 附帯設備・備品などの物品の使用料 

トレーニング機器、陶芸窯、ピアノ等の設備のように、施設の使用とは別に利用者の

意向によって利用が可能なものや、新たな経費が発生するものについては、規則で別に

料金を定めます。 

 

⑦ 指定管理者制度を導入している施設の取扱い 

指定管理者制度を導入している施設の使用料についても、本基本方針に基づき見直し

を実施します。 
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Ⅱ 手数料について                                                    

 

手数料とは、地方公共団体が特定の者のために行う役務に対して、その費用を賄うた

め徴収する料金をいい、その金額は当該事務に要する経費とその事務により受ける特定

の者の利益とを考慮して定めるものです（本基本方針では、地方自治法（昭和 22 年法律

第 67 号）第 227 条に規定する手数料とします）。 

平成 12 年４月に地方分権一括法が施行され、機関委任事務制度が廃止されたことに

より、地方公共団体の手数料については、全て条例により定めることとなりました。 

ただし、全国的に統一して定めることが特に必要と認められる標準事務については地

方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成 12 年政令第 16 号）により、当該政令で

定める金額を標準として定めなければならないこととされています。 

 

＃ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 

（使用料） 

第 227条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、

手数料を徴収することができる。 

 

１ 見直しの適用範囲 

今回の見直しの範囲は、手数料の算定方法を明確化（ルール化）する観点から、手数

料のうち、提供する役務に要する経費（人件費等実費相当額）と手数料（対価）の関係

において、一定のルールに基づき統一的な算定方法により料金設定することが可能なも

のとします。 

このことから、戸籍等交付手数料など法令等により料金が決められているもの、水道

事業等地方公営企業法に基づき、独立採算を運営原則とするもの（簡易水道事業等今後

法適用を予定しているものを含む）、北海道からの権限移譲の際に標準手数料（参考単価）

等が示されているもの及び近隣自治体と均衡を図り決定している建築関係手数料など

については、現行どおり、それぞれの目的、性質等に応じて、個別に手数料を見直すこ

ととします。 
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区 分 手 数 料 

基本方針適用手数料 地籍図等交付手数料、地籍図等閲覧手数料、 

情報公開等の写しに要する費用、 

税関係証明手数料、印鑑登録関係手数料、 

身分に関する証明手数料、不在籍証明手数料、 

住民基本台帳閲覧手数料、戸籍の附票謄抄本交付手数料、 

住民票謄抄本交付手数料、不在証明手数料、 

介護保険料等納付証明手数料、 

し尿処理手数料、一般廃棄物処理業等許可申請手数料、 

現況証明手数料、嘱託登記手数料、 

その他の証明書等手数料、その他地図・図面等の写しの交付手数料 

基本方針適用除外手数料  

 法令等により一定の基準

が示されている手数料 

住宅用家屋証明申請手数料、臨時運行許可申請手数料、 

戸籍等交付手数料、戸籍記載事項等証明手数料、 

戸籍届書等閲覧手数料、個人番号カード再交付手数料、 

狂犬病予防法に基づく手数料、鳥獣の飼養登録手数料、 

開発行為関係手数料、高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料、 

介護予防サービス計画等作成手数料 

 独立採算を運営原則とす

る手数料 

水道事業等関係手数料 

 近隣自治体と均衡を図り

決定している手数料 

ごみ処理手数料、建築関係手数料 

 その他統一的な算定方法

によらない手数料 

情報公開等の写しの送付に要する費用、 

忠類歯科診療所文書発行手数料 

 

２ 見直しの基本方針 

手数料の見直しに当たっては、事務処理経費の削減を図るとともに、処理時間の短縮

など行政サービスの向上に努めた上で、算定の基礎となるコストについては受益者の負

担とします。 

また、現在無料で行っているサービスについても、特定の者のために行う事務である

かどうかを検証し、必要に応じて有料化についても検討を進めることとします。 

 

(1) 受益者負担の原則の徹底 

   手数料は、特定の者のために提供する公の役務に対し、その費用を賄うため、または

報償として徴収するものであるため、利用者にその 100％の負担を求めることとし  

ます。 
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(2) 算定方法の明確化 

  利用者や町民の皆様に分かりやすく説明するためには、手数料算定の積算根拠を明確

にし、原価のあり方等の基本的な考え方を整理する必要があることから、次のとおり手

数料に関する基本算定式を設定します。 

 

手 数 料  ＝  原 価 

 

① 原価算定の基本的な考え方 

コスト算定に用いる年数は、複数年の実績に基づき積算する方が精度は上がりますが、

手数料にかかる人件費や物件費等は、年度間においてそれほど大きな差が生じないため、

膨大な事務量に対して効果は少ないと考えられます。 

このため、原価計算の基礎は原則として算定を行おうとする年度の前年度の人件費や

物件費等によるものとします。 

 

② 原価計算の基礎 

原価計算の基礎については、行政で使用する民間企業的な会計手法を用いた行政コス

ト計算の手法を基本に用いることとします。 

行政コスト計算は、平成 13 年３月に総務省が「地方公共団体の総合的な財政分析に関

する調査研究会報告書」で示したものであり、これによると経費は、「人にかかる費用」、

「物にかかる費用」、「移転支出的な費用」及び「その他の費用」に大きく分類されます。 

これらの中の、「人にかかる費用」「物にかかる費用」及び「その他の経費」を原価計

算の基礎とします。 

 

【原価に算入する費用】 

区 分 費 用 内   容 

人にかかる費用 人件費 

時間当たりの人件費単価に手数料に関する事務を処理す

る時間を乗じて算出。時間当たりの人件費単価は、係長

職から主事補職の平均単価を統一単価として使用。 

物にかかる費用 物件費 
消耗品費、印刷製本費、通信運搬費について、手数料に

関する事務に直接的に必要な経費を算入。 

その他の経費 その他必要経費 
上記以外で手数料に関する事務に直接的に必要な経費を

算入。 
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(3) 算定方法 

利用者が負担すべき手数料については、次の方法により算定します。 

 

手数料 ＝ 時間当たりの人件費単価 × １件当たりの事務処理時間 

     ＋ １件当たりの物件費 ＋ １件当たりのその他必要経費 

 

【計算方法】 

・１件当たりの人件費を算出する。 

（ア）１件当たりの人件費 ＝ 時間当たりの人件費単価 × １件当たりの事務処理時間 

※ 人件費単価は算定を行おうとする年度の前年度の係長職から主事補職の平均単

価を統一単価として使用します。 

 

 ・１件当たりの手数料を算定する。 

（イ）１件当たりの手数料 ＝（ア）１件当たりの人件費 ＋ １件当たりの物件費 

＋ １件当たりのその他必要経費 

 

【例】住民票（写し）の交付をする場合の手数料 

○時間当たりの人件費単価  3,046 円 

○１件当たりの事務処理時間 6 分（0.1 時間） 

○１件当たりの物件費    7 円 

 

（ア）１件当たりの人件費＝3,046 円×0.1 時間＝305 円 

（イ）１件当たりの手数料＝305 円＋7 円＝312 円 

 

 

(4) 減額・免除 

手数料については、それぞれ目的や性質等が異なっており、行政サービスごとに性格

に沿った減免措置が必要であることから、現行どおり、それぞれの条例の規定において

取り扱うこととします。 

なお、減免措置はあくまで受益者負担の例外であり、例外が際限なく広がることは、

「受益者負担の原則」に反するこことなりますので、減免の取り扱いが際限なく広がる

ことがないよう、行政サービスの性格と、減免の対象となる場合とを十分に検討するも

のとします。 

 

(5) 手数料の単位 

手数料の単位は、それぞれ算定した金額を基に、その手数料の性質等により合理的な

単位とします。 
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Ⅲ 見直しの対象、新料金の適用時期、定期的な見直し及び町としての努力       

 

１ 見直しの対象 

使用料・手数料の適正な水準を維持するためには、理論上の適正料金と現行料金を比

較し、その乖離を適正に見直す必要があります。しかし、ごくわずかな乖離に基づき頻

繁に見直しを行うことや、大きな乖離が生じるまで見直しを見合わせ、後に大幅な見直

しを行うことは、いずれも住民に過度な負担や混乱等を招く恐れがあることから、料金

の見直しに当たっては、理論上の適正料金と現行料金を比較し、概ね 20％以上の乖離が

生じているものを対象とします。 

 

２ 新料金の適用時期 

本基本方針に基づく新たな使用料・手数料の適用時期は、令和４年４月を予定してい 

ます。 

したがって、原価計算等を行った上で、使用料・手数料の額を定めた後、令和３年  

９月末までに条例改正を行うものとします。 

 

３ 見直しの時期 

地方公共団体を取り巻く社会経済環境は刻々と変化するため、町民ニーズや施設の維

持管理等に要する費用の変化等を的確に把握し、現行の使用料・手数料が適正か否かを

検証するため、行政コスト計算は毎年行うものとします。 

その結果、「１ 見直しの対象」にあるとおり、現行料金と比較して概ね 20％以上の乖

離が生じている使用料・手数料について、見直しを行うこととします。 

 

４ サービスの充実、利用者拡大施策の実施と経費削減の努力 

本基本方針では、人件費、維持管理費などを行政コストとして捉え、使用料・手数料

を算定することとしています。このことは、業務の見直しなどの経費節減を進めること

が、結果として使用料・手数料の低減につながることとなります。また、稼働率を向上

させることが結果として施設における税金の投入を低減することとなります。 

よって、町は、「効率的な施設運営及び事務の効率化による受益者負担の軽減」と「サ

ービス内容の拡充と稼働率の向上」の両面を目指していく必要があることを認識し、 

サービス向上と経費節減、各施設の情報提供や利便性の向上による稼働率の向上に向け、

積極的に取り組んでいくこととします。 
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Ⅳ 町民負担の急激な上昇などを防ぐための方策（激変緩和措置）      

 

使用料・手数料の見直しに伴う町民負担の急激な増減を抑制するため、現行料金より

著しく高額になるときは、原則、現行料金の1.5倍を限度（現行料金が 100 円の場合のみ

２倍を限度）とし、また、現行料金が無料、若しくは料金が未設定となっているときは、

原則、理論上の適正料金の 50％を限度として、定期的な検証結果を踏まえ、段階的に見

直すこととします。 

ただし、見直し後の料金が、民間や周辺自治体の同種、類似の使用料・手数料に比べ

て著しく高額となり利用率の低下が見込まれる場合、または、著しく低額となり民間の

営利事業を圧迫することが見込まれる場合などは、実情に応じて料金の見直しを調整す

ることとします。 

 

 

【激変緩和措置の考え方】（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定基準に
基づく理論料金

2,000円 現行料金

1,000円

現行料金

1,000円

激変緩和措置

激変緩和措置
による上限額

1,500円

現行料金：1,000円

算定基準に基づく理論料金：2,000円

激変緩和措置による上限額：1,500円（現行料金の1.5倍）
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市場原理により、民間でも提供可能な
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公共施設使用料の性質別分類一覧

高

日
常
生
活
上
、

ほ
と
ん
ど
の
人
が
必
要
と
す
る

サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
施
設

市場原理では提供されにくく、
主として行政が提供する施設

生
活
や
余
暇
を
よ
り
快
適
で
潤
い
の
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、

特
定
の
町
民
が
恩
恵
を
受
け
る
施
設

低

必
需
性

市場性

【第１分類】

受益者負担５０％ 公費負担５０％

【第２分類】

受益者負担１００％ 公費負担０％

③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

・白銀台スキー場宿泊ロッジ

・ナウマン公園キャンプ場

①町民文化系施設

・コミュニティセンター

・札内コミュニティプラザ

・近隣センター

・町民会館

・百年記念ホール

・公民館

②社会教育系施設

・まなびや

・集団研修施設こまはた

③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

・農業者トレーニングセンター

・幕別運動公園野球場

・幕別運動公園陸上競技場

・その他幕別運動公園体育施設

・札内スポーツセンター

・札内ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰﾃﾆｽｺｰﾄ

・忠類体育館

・忠類野球場

・忠類テニスコート

・依田公園体育施設

・札内川河川緑地体育施設

・町民プール

・ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場（大会等使用）

④産業系施設

・農業担い手支援センター

・ふるさと味覚工房

⑤学校教育系施設

・小中学校（学校開放）

⑦保健・福祉施設

・老人健康増進センター

・老人福祉センター

・趣味の作業所

・保健福祉センター

・忠類ふれあいセンター福寿

Ｒ３.１.29

第１回使用料等審議会

基本方針(案) 別紙１



下表にある行政区ごとの使用施設については、別に例規において定めるものとする。

番号 行政区名 施設名 番号 行政区名 施設名

1 本町１ 本町近隣センター 58 共栄町３ 北栄町近隣センター

2 本町２ 本町近隣センター 59 新北町東 新北町近隣センター

3 本町３ 本町近隣センター 60 新北町西 新北町近隣センター

4 幸町 本町近隣センター 61 北町１ 新北町近隣センター

5 旭町１ 幕別北コミュニティセンター 62 北町２ 新北町近隣センター

6 旭町２ 幕別北コミュニティセンター 63 北町３ 新北町近隣センター

7 旭町４ 幕別北コミュニティセンター 64 桜町北 桜町近隣センター

8 錦町１ 町民会館 65 桜町中央 桜町近隣センター

9 錦町２ 町民会館 66 桜町南 桜町近隣センター

10 寿町１ 寿町近隣センター 67 青葉町１ 青葉町近隣センター

11 寿町２ 寿町近隣センター 68 青葉町２ 青葉町近隣センター

12 寿町３ 寿町近隣センター 69 西町１ 北栄町近隣センター

13 宝町 鉄南近隣センター 70 西町２ 桜町近隣センター

14 南町１ 鉄南近隣センター 71 北栄町1 北栄町近隣センター

15 南町２ 鉄南近隣センター 72 北栄町2 北栄町近隣センター

16 緑町１ 緑町近隣センター 73 札内区 暁町近隣センター

17 緑町２ 緑町近隣センター 74 暁町東 暁町近隣センター

18 緑町３ 緑町近隣センター 75 暁町西 暁町近隣センター

19 緑町４ 緑町近隣センター 76 暁町北 暁町近隣センター

20 新町 緑町近隣センター 77 千住１ 千住西近隣センター

21 相川 相川近隣センター 78 千住２ 千住西近隣センター

22 相川南 相川南近隣センター 79 千住東 千住東近隣センター

23 相川西 相川西近隣センター 80 稲志別 稲志別近隣センター

24 相川北 相川北近隣センター 81 中稲志別 稲志別近隣センター

25 大豊 大豊近隣センター 82 新生 稲志別近隣センター

26 豊岡１ 豊岡近隣センター 83 依田 依田近隣センター

27 豊岡２ 豊岡近隣センター 84 西和 依田近隣センター

28 明野南 明野近隣センター 85 昭和 日新近隣センター

29 明野北 明野近隣センター 86 上稲志別 日新近隣センター

30 新川 新川近隣センター 87 日新１ 日新近隣センター

31 軍岡 軍岡近隣センター 88 日新２ 日新近隣センター

32 南勢 南勢近隣センター 89 途別 途別近隣センター

33 猿別 猿別近隣センター 90 古舞 古舞近隣センター

34 西猿別 西猿別近隣センター 91 糠内市街 糠内コミュニティセンター

35 新和 新和近隣センター 92 五位 糠内コミュニティセンター

36 中央町１ 札内中央近隣センター 93 糠内第一 糠内コミュニティセンター

37 中央町２ 札内中央近隣センター 94 西糠内 糠内コミュニティセンター

38 中央町３ 札内中央近隣センター 95 中糠内 糠内コミュニティセンター

39 豊町 札内中央近隣センター 96 美川 美川近隣センター

40 春日町 春日近隣センター 97 明倫 明倫近隣センター

41 東春日町 春日近隣センター 98 中里 中里近隣センター

42 泉町 泉町近隣センター 99 駒畠 駒畠公民館

43 泉東 泉町近隣センター 100 忠類栄町 忠類コミュニティセンター

44 あかしや あかしや近隣センター 101 忠類幸町 忠類コミュニティセンター

45 あかしや南１ あかしや南１近隣センター 102 忠類本町 忠類コミュニティセンター

46 あかしや南２ あかしや南近隣センター 103 忠類錦町 忠類コミュニティセンター

47 あかしや中央 あかしや近隣センター 104 忠類白銀町 忠類コミュニティセンター

48 文京町 文京・みずほ近隣センター 105 忠類西当 西当近隣センター

49 みずほ町 文京・みずほ近隣センター 106 忠類上忠類 上忠類近隣センター

50 若草町１ 若草町近隣センター 107 忠類上当 上当近隣センター

51 若草町２ 若草町近隣センター 108 忠類東宝 忠類コミュニティセンター

52 若草町３ 若草町近隣センター 109 忠類元忠類 元忠類近隣センター

53 桂町１ 桂町近隣センター 110 忠類幌内 幌内近隣センター

54 桂町２ 桂町近隣センター 111 忠類新生 忠類コミュニティセンター

55 桂町３ 桂町近隣センター 112 忠類豊成 中当近隣センター

56 共栄町１ 北栄町近隣センター 113 忠類晩成 忠類コミュニティセンター

57 共栄町２ 新北町近隣センター
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番号
公共施設等

総合管理計画類型
施設
番号

施設名 分類
受益者

負担割合
計算区分 該当条例等 所管課

1 ①町民文化系施設 1-1 幕別南コミュニティセンター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町コミュニティセンター条例 住民生活課

2 ①町民文化系施設 1-2 幕別北コミュニティセンター／幕別北ふれあい交流館 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町コミュニティセンター条例 住民生活課

3 ①町民文化系施設 1-3 札内北コミュニティセンター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町コミュニティセンター条例 住民生活課

4 ①町民文化系施設 1-4 札内南コミュニティセンター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町コミュニティセンター条例 住民生活課

5 ①町民文化系施設 1-56 糠内コミュニティセンター／糠内公民館 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町公民館条例 生涯学習課

6 ①町民文化系施設 1-5 忠類コミュニティセンター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町コミュニティセンター条例 地域振興課

7 ①町民文化系施設 1-6 札内コミュニティプラザ 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町コミュニティプラザ条例 札内支所

8 ①町民文化系施設 1-8 鉄南近隣センター／鉄南ふれあい交流館 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

9 ①町民文化系施設 1-9 緑町近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

10 ①町民文化系施設 1-10 本町近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

11 ①町民文化系施設 1-11 寿町近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

12 ①町民文化系施設 1-12 春日近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

13 ①町民文化系施設 1-13 あかしや近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

14 ①町民文化系施設 1-14 桂町近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

15 ①町民文化系施設 1-15 北栄町近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

16 ①町民文化系施設 1-16 新北町近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

17 ①町民文化系施設 1-17 あかしや南近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

18 ①町民文化系施設 1-18 青葉町近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

19 ①町民文化系施設 1-19 札内中央近隣センター／働く婦人の家 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例、幕別町働く婦人の家条例 住民生活課

20 ①町民文化系施設 1-20 泉町近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

21 ①町民文化系施設 1-21 若草町近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

22 ①町民文化系施設 1-22 文京・みずほ近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

23 ①町民文化系施設 1-23 あかしや南１近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

24 ①町民文化系施設 1-24 桜町近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

25 ①町民文化系施設 1-25 暁町近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

26 ①町民文化系施設 1-26 相川北近隣センター／相川母と子の家 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

27 ①町民文化系施設 1-27 南勢近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

28 ①町民文化系施設 1-28 稲志別近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

29 ①町民文化系施設 1-29 明倫近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

30 ①町民文化系施設 1-30 明野近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

31 ①町民文化系施設 1-31 千住西近隣センター／千住西ふれあい交流館 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

32 ①町民文化系施設 1-32 新川近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

33 ①町民文化系施設 1-33 猿別近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

34 ①町民文化系施設 1-34 中里近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

35 ①町民文化系施設 1-35 大豊近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

36 ①町民文化系施設 1-36 西猿別近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

37 ①町民文化系施設 1-37 豊岡近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

38 ①町民文化系施設 1-38 依田近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

39 ①町民文化系施設 1-39 日新近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

40 ①町民文化系施設 1-40 相川南近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

41 ①町民文化系施設 1-41 相川西近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

42 ①町民文化系施設 1-42 途別近隣センター／途別ふれあい交流館 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

43 ①町民文化系施設 1-43 古舞近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

44 ①町民文化系施設 1-44 新和近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 住民生活課

45 ①町民文化系施設 1-45 相川近隣センター／相川農業担い手会館 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例、幕別町農業担い手会館条例 住民生活課

46 ①町民文化系施設 1-46 美川近隣センター／美川農業担い手会館 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例、幕別町農業担い手会館条例 住民生活課

47 ①町民文化系施設 1-47 軍岡近隣センター／軍岡集落センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例、幕別町集落センター設置条例 住民生活課

48 ①町民文化系施設 1-48 上当近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 地域振興課

49 ①町民文化系施設 1-49 西当近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 地域振興課

50 ①町民文化系施設 1-50 上忠類近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 地域振興課

51 ①町民文化系施設 1-51 元忠類近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 地域振興課

52 ①町民文化系施設 1-52 中当近隣センター／中当母と子の家 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 地域振興課

53 ①町民文化系施設 1-53 幌内近隣センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 地域振興課

54 ①町民文化系施設 7-9 千住東近隣センター／千住生活館 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例 福祉課

55 ①町民文化系施設 1-54 町民会館 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町民会館条例 生涯学習課

56 ①町民文化系施設 1-55 百年記念ホール 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町百年記念ホール条例 生涯学習課

57 ①町民文化系施設 1-57 駒畠公民館 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町公民館条例 生涯学習課

58 ②社会教育系施設 2-2 まなびや相川 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町まなびや条例 生涯学習課

59 ②社会教育系施設 2-3 まなびや中里 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町まなびや条例 生涯学習課

60 ②社会教育系施設 2-4 集団研修施設こまはた 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町集団研修施設こまはた条例 生涯学習課

61 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-1 農業者トレーニングセンター 第１分類 50％ 貸室・個人 幕別町体育館条例 生涯学習課

62 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-3 幕別運動公園野球場 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町体育施設条例 生涯学習課

63 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-4 幕別運動公園陸上競技場 第１分類 50％ 貸室・個人 幕別町体育施設条例 生涯学習課

64 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-2 幕別運動公園ソフトボール場 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 生涯学習課

65 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-3 幕別運動公園テニスコート 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 生涯学習課

66 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-4 幕別運動公園アーチェリー場 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 生涯学習課

67 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-7 札内スポーツセンター 第１分類 50％ 貸室・個人 幕別町体育館条例 生涯学習課

68 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-1 札内スポーツセンターテニスコート 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町札内スポーツセンター屋外テニスコート使用規程 生涯学習課

69 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-10 忠類体育館 第１分類 50％ 貸室・個人 幕別町体育館条例 生涯学習課

70 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-16 忠類野球場 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町体育施設条例 生涯学習課

71 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-34 忠類テニスコート 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 生涯学習課

72 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-6 依田公園野球場 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 生涯学習課

73 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-7 依田公園テニスコート 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 生涯学習課

74 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-8 依田公園アーチェリー場 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 生涯学習課

75 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-9 札内川河川緑地野球場 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 生涯学習課

76 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-10 札内川河川緑地ソフトボール場 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 生涯学習課

77 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-11 札内川河川緑地テニスコート 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 生涯学習課

78 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-12 札内川河川緑地バスケットコート 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 生涯学習課

79 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-13 札内川河川緑地サッカー場 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 生涯学習課

80 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-14 札内川河川緑地ラグビー場 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 生涯学習課

81 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-2 幕別町民プール 第１分類 50％ 個人利用 幕別町体育施設条例 生涯学習課

82 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-5 札内南町民プール 第１分類 50％ 個人利用 幕別町体育施設条例 生涯学習課

83 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-6 札内北町民プール 第１分類 50％ 個人利用 幕別町体育施設条例 生涯学習課

84 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-8 札内東町民プール 第１分類 50％ 個人利用 幕別町体育施設条例 生涯学習課

85 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-9 糠内町民プール 第１分類 50％ 個人利用 幕別町体育施設条例 生涯学習課

86 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-11 忠類町民プール 第１分類 50％ 個人利用 幕別町体育施設条例 生涯学習課

87 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-17 つつじコース（運動公園）※大会等使用 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 土木課

88 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-18 サーモンコース（猿別川河川緑地）※大会等使用 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 土木課

89 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-19 新田の森コース（新田の森公園）※大会等使用 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 土木課

90 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-20 さくらコース（明野ケ丘公園）※大会等使用 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 土木課

91 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-21 エルムコース（白人公園）※大会等使用 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 土木課

92 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-22 ちろっとの森コース（スマイルパーク）※大会等使用 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 土木課

93 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-23 俳句村コース（依田公園）※大会等使用 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 土木課

94 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-24 牧水の森コース（依田公園）※大会等使用 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 土木課

95 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-25 やまびこコース（糠内公園）※大会等使用 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 土木課

96 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-26 はらっぱ３６コース（札内川河川緑地）※大会等使用 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 土木課

97 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-27 チャンピオンコース（ナウマン公園）※大会等使用 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 経済建設課

98 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-28 ファミリーコース（ナウマン公園）※大会等使用 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町都市公園等条例 経済建設課

99 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-14 白銀台スキー場宿泊ロッジ／おためし暮らし体験住宅 第２分類 100％ 貸室使用 幕別町スキー場条例 地域振興課

100 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-29 ナウマン公園キャンプ場 第２分類 100％ 個人利用 幕別町都市公園等条例 経済建設課

101 ④産業系施設 4-1 農業担い手支援センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町農業担い手支援センター条例 農業振興担当

102 ④産業系施設 4-3 幕別ふるさと味覚工房 第１分類 50％ 貸室使用 幕別ふるさと味覚工房設置条例 農業振興担当

103 ⑤学校教育系施設 5-1-1 白人小学校（学校開放） 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町立小、中学校の施設の開放に関する規則 学校教育課

104 ⑤学校教育系施設 5-1-2 札内南小学校（学校開放） 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町立小、中学校の施設の開放に関する規則 学校教育課

105 ⑤学校教育系施設 5-1-3 札内北小学校（学校開放） 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町立小、中学校の施設の開放に関する規則 学校教育課

106 ⑤学校教育系施設 5-2-1 幕別中学校（学校開放） 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町立小、中学校の施設の開放に関する規則 学校教育課

107 ⑤学校教育系施設 5-2-2 札内中学校（学校開放） 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町立小、中学校の施設の開放に関する規則 学校教育課

108 ⑤学校教育系施設 5-2-3 札内東中学校（学校開放） 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町立小、中学校の施設の開放に関する規則 学校教育課

109 ⑦保健・福祉施設 7-1 札内老人健康増進センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町老人健康増進センター条例 福祉課

110 ⑦保健・福祉施設 7-2 幕別老人健康増進センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町老人健康増進センター条例 福祉課

111 ⑦保健・福祉施設 7-3 駒畠老人健康増進センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町老人健康増進センター条例 福祉課

112 ⑦保健・福祉施設 7-4 老人福祉センター 第１分類 50％ 貸室・個人 幕別町老人福祉センター設置条例 福祉課

113 ⑦保健・福祉施設 7-5 趣味の作業所 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町趣味の作業所条例 地域振興課

114 ⑦保健・福祉施設 7-7 保健福祉センター 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町保健福祉センター条例 福祉課

115 ⑦保健・福祉施設 7-8 忠類ふれあいセンター福寿 第１分類 50％ 貸室使用 幕別町ふれあいセンター福寿条例 保健福祉課
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公共施設等
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施設名 所管課

1 ②社会教育系施設 2-1 考古館 観覧の用に供する施設であり、統一的な算定方法によらないため。 生涯学習課

2 ②社会教育系施設 2-5 ふるさと館 観覧の用に供する施設であり、統一的な算定方法によらないため。 生涯学習課

3 ②社会教育系施設 2-6 忠類ナウマン象記念館 観覧の用に供する施設であり、統一的な算定方法によらないため。 生涯学習課

4 ②社会教育系施設 2-10 交通公園鉄道資料館 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であり、また維持管理費がかかっていないため。 経済建設課

5 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-5 幕別運動公園スケートリンク 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 生涯学習課

6 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-31 札内町営スケートリンク（札内中学校グラウンド） 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 生涯学習課

7 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-17 つつじコース（運動公園）※個人利用 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 土木課

8 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-18 サーモンコース（猿別川河川緑地）※個人利用 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 土木課

9 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-19 新田の森コース（新田の森公園）※個人利用 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 土木課

10 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-20 さくらコース（明野ケ丘公園）※個人利用 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 土木課

11 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-21 エルムコース（白人公園）※個人利用 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 土木課

12 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-22 ちろっとの森コース（スマイルパーク）※個人利用 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 土木課

13 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-23 俳句村コース（依田公園）※個人利用 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 土木課

14 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-24 牧水の森コース（依田公園）※個人利用 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 土木課

15 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-25 やまびこコース（糠内公園）※個人利用 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 土木課

16 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-26 はらっぱ３６コース（札内川河川緑地）※個人利用 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 土木課

17 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-27 チャンピオンコース（ナウマン公園）※個人利用 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 経済建設課

18 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-28 ファミリーコース（ナウマン公園）※個人利用 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 経済建設課

19 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 18-30 屋外ゲートボール場 施設の形態等から利用者の把握・管理が困難であるため。 福祉課

20 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-12 明野ケ丘スキー場 公営企業の概念から独立採算を前提とするため。 商工観光課

21 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-13 白銀台スキー場 公営企業の概念から独立採算を前提とするため。 地域振興課

22 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-15 ナウマン温泉ホテルアルコ 指定管理者との基本協定において使用料を設定しており、統一的な算定方法によらないため。 地域振興課

23 ③ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3-18 道の駅・忠類 指定管理者との基本協定において使用料を設定しており、統一的な算定方法によらないため。 地域振興課

24 ④産業系施設 4-2 南勢牧場 役務やサービスの提供が伴うため。 農林課

25 ④産業系施設 4-4 共栄牧場・晩成牧場 役務やサービスの提供が伴うため。 経済建設課

26 ⑥子育て支援施設 6-1 わかば幼稚園（延長保育） 役務やサービスの提供が伴うため。 学校教育課

27 ⑥子育て支援施設 6-6 明倫保育所 役務やサービスの提供が伴うため。 こども課

28 ⑥子育て支援施設 6-7 駒畠保育所 役務やサービスの提供が伴うため。 こども課

29 ⑥子育て支援施設 6-8 古舞保育所 役務やサービスの提供が伴うため。 こども課

30 ⑥子育て支援施設 6-9 糠内保育所 役務やサービスの提供が伴うため。 こども課

31 ⑥子育て支援施設 6-10 途別保育所 役務やサービスの提供が伴うため。 こども課

32 ⑥子育て支援施設 6-11 忠類保育所 役務やサービスの提供が伴うため。 こども課

33 ⑥子育て支援施設 6-20 はぐるま学童保育所 役務やサービスの提供が伴うため。 こども課

34 ⑥子育て支援施設 6-21 つくし学童保育所・つくし第２学童保育所 役務やサービスの提供が伴うため。 こども課

35 ⑥子育て支援施設 6-22 やまびこ学童保育所 役務やサービスの提供が伴うため。 こども課

36 ⑥子育て支援施設 6-23 あすなろ学童保育所 役務やサービスの提供が伴うため。 こども課

37 ⑥子育て支援施設 6-24 ちゅうるい学童保育所 役務やサービスの提供が伴うため。 保健福祉課

38 ⑩公営住宅等 10-1-1 公営住宅 公営住宅法に基づき金額を算出しているため。
都市計画課
経済建設課

39 ⑩公営住宅等 10-1-2 春日東団地駐車場 維持管理費がかかっておらず、統一的な算定方法によらないため。 都市計画課

40 ⑩公営住宅等 10-1-3 泉町団地駐車場 維持管理費がかかっておらず、統一的な算定方法によらないため。 都市計画課

41 ⑩公営住宅等 10-2 特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき金額を算出しているため。
都市計画課
経済建設課

42 ⑩公営住宅等 10-3 町営住宅 公営住宅法を準用し金額を算出しているため。
都市計画課
経済建設課

43 ⑪公園(建築物のみ) 11-1 都市公園 道路法施行令で定める金額を準用し使用料を設定しているため。
土木課

経済建設課

44 ⑫その他施設 12-2 幕別墓地 永代貸付にかかる使用料であり、統一的な算定方法によらないため。 防災環境課

45 ⑫その他施設 12-3 相川墓地 永代貸付にかかる使用料であり、統一的な算定方法によらないため。 防災環境課

46 ⑫その他施設 12-4 軍岡墓地 永代貸付にかかる使用料であり、統一的な算定方法によらないため。 防災環境課

47 ⑫その他施設 12-5 南勢墓地 永代貸付にかかる使用料であり、統一的な算定方法によらないため。 防災環境課

48 ⑫その他施設 12-6 札内墓地 永代貸付にかかる使用料であり、統一的な算定方法によらないため。 防災環境課

49 ⑫その他施設 12-7 千住墓地 永代貸付にかかる使用料であり、統一的な算定方法によらないため。 防災環境課

50 ⑫その他施設 12-8 稲志別墓地 永代貸付にかかる使用料であり、統一的な算定方法によらないため。 防災環境課

51 ⑫その他施設 12-9 途別墓地 永代貸付にかかる使用料であり、統一的な算定方法によらないため。 防災環境課

52 ⑫その他施設 12-10 糠内墓地 永代貸付にかかる使用料であり、統一的な算定方法によらないため。 防災環境課

53 ⑫その他施設 12-11 古舞墓地 永代貸付にかかる使用料であり、統一的な算定方法によらないため。 防災環境課

54 ⑫その他施設 12-12 忠類墓地 永代貸付にかかる使用料であり、統一的な算定方法によらないため。 地域振興課

55 ⑫その他施設 12-13 葬斎場 政策的判断が必要であり、また、町民と町民以外の料金設定をしなければならず、統一的な算定方法によらないため。 防災環境課

56 ⑫その他施設 12-15 幕別駅前駐輪場 維持管理費がかかっておらず、統一的な算定方法によらないため。 防災環境課

57 ⑫その他施設 12-16 札内駅前駐輪場 維持管理費がかかっておらず、統一的な算定方法によらないため。 防災環境課

58 ⑫その他施設 12-18 行政財産 統一的な算定方法によらないため。 総務課

59 ⑬道路 13-1 道路 道路法施行令で定める金額を準用し使用料を設定しているため。 土木課

60 ⑮上水道 15-1 上水道 地方公営企業法を適用し、独立採算制に基づき使用料を設定しているため。 水道課

61 ⑯下水道 16-1 下水道 地方公営企業法を適用し、独立採算制に基づく使用料設定を進めているため。 水道課

62 ⑰公園 17-1 都市公園 道路法施行令で定める金額を準用し使用料を設定しているため。
土木課

経済建設課

基本方針の適用除外等施設一覧
基本方針の適用除外・見直しができない理由
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番号 区分
手数料
番号

手数料等名 所管課

1 ①地籍関係 1-1 地籍図の閲覧手数料 土木課

2 ①地籍関係 1-2 地籍図の写しの交付手数料 土木課

3 ①地籍関係 1-3 地籍簿の閲覧手数料 土木課

4 ①地籍関係 1-4 地籍簿の写しの交付手数料 土木課

5 ①地籍関係 1-5 その他地籍成果の閲覧手数料 土木課

6 ①地籍関係 1-6 その他地籍成果の写しの交付手数料 土木課

7 ②情報公開関係 2-1 情報公開に係る公用書の写しの作成に要する費用 総務課

8 ②情報公開関係 2-3 行政不服審査に係る公用書の写しの作成に要する費用 総務課

9 ②情報公開関係 2-4 自己に関する保有個人情報の写しの作成に要する費用 総務課

10 ③税務関係 3-3 公課証明書手数料 税務課

11 ③税務関係 3-4 評価証明書手数料 税務課

12 ③税務関係 3-5 資産証明書手数料 税務課

13 ③税務関係 3-6 所得証明手数料 税務課

14 ③税務関係 3-7 課税証明手数料 税務課

15 ③税務関係 3-8 無職無収入証明書手数料 税務課

16 ③税務関係 3-9 営業証明書手数料 税務課

17 ③税務関係 3-10 納税証明書手数料 税務課

18 ④住民・戸籍関係 4-7 印鑑登録証再交付手数料 住民生活課

19 ④住民・戸籍関係 4-8 印鑑登録証明手数料 住民生活課

20 ④住民・戸籍関係 4-9 身分に関する証明手数料 住民生活課

21 ④住民・戸籍関係 4-10 不在籍証明手数料 住民生活課

22 ④住民・戸籍関係 4-11 住民基本台帳閲覧手数料 住民生活課

23 ④住民・戸籍関係 4-12 戸籍の附票謄抄本交付手数料 住民生活課

24 ④住民・戸籍関係 4-13 住民票謄抄本交付手数料 住民生活課

25 ④住民・戸籍関係 4-14 住民票謄抄本の広域交付手数料 住民生活課

26 ④住民・戸籍関係 4-17 不在証明手数料 住民生活課

27 ④住民・戸籍関係 4-18 介護保険料納付証明手数料 保健課

28 ④住民・戸籍関係 4-19 後期高齢者医療保険料納付証明手数料 住民生活課

29 ⑤衛生関係 5-7 し尿処理手数料 防災環境課

30 ⑤衛生関係 5-8 一般廃棄物処理業許可申請手数料 防災環境課

31 ⑤衛生関係 5-9 浄化槽清掃業許可申請手数料 防災環境課

32 ⑦農業委員会関係 7-1 現況証明手数料 農業委員会

33 ⑦農業委員会関係 7-2 嘱託登記手数料 農業振興担当

34 ⑫その他 12-1 その他の証明書等手数料 総務課

35 ⑫その他 12-2 その他地図・図面等の写しの交付手数料 土木課

番号 区分
手数料
番号

手数料等名 所管課

1 ②情報公開関係 2-2 情報公開に係る公用書の写しの送付に要する費用 返送にかかる代金のみと定めており、統一的な算定方法によらないため。 総務課

2 ②情報公開関係 2-5 自己に関する保有個人情報の写しの送付に要する費用 返送にかかる代金のみと定めており、統一的な算定方法によらないため。 総務課

3 ②情報公開関係 2-6 行政不服審査に係る公用書の写しの送付に要する費用 返送にかかる代金のみと定めており、統一的な算定方法によらないため。 総務課

4 ③税務関係 3-1 住宅用家屋証明申請手数料 「地方公共団体手数料令」に示された額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 税務課

5 ③税務関係 3-2 臨時運行許可申請手数料 「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で金額が定められているため。 防災環境課

6 ④住民・戸籍関係 4-1
戸籍謄抄本又は戸籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書の交
付手数料

「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で金額が定められているため。 住民生活課

7 ④住民・戸籍関係 4-2 戸籍記載事項証明手数料 「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で金額が定められているため。 住民生活課

8 ④住民・戸籍関係 4-3
除籍謄抄本又は除籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書の交
付手数料

「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で金額が定められているため。 住民生活課

9 ④住民・戸籍関係 4-4 除籍記載事項証明手数料 「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で金額が定められているため。 住民生活課

10 ④住民・戸籍関係 4-5 届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書手数料 「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で金額が定められているため。 住民生活課

11 ④住民・戸籍関係 4-6 届書その他の書類の閲覧手数料 「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で金額が定められているため。 住民生活課

12 ④住民・戸籍関係 4-15 個人番号カード再交付手数料 総務省通知により金額が定められているため。 住民生活課

13 ④住民・戸籍関係 4-20 高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料 旧厚生省通知により費用負担額が定められているため。 保健課

14 ⑤衛生関係 5-1 犬の登録手数料 「地方公共団体手数料令」に示された額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 防災環境課

15 ⑤衛生関係 5-2 狂犬病予防注射済票交付手数料 「地方公共団体手数料令」に示された額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 防災環境課

16 ⑤衛生関係 5-3 鑑札再交付手数料 「地方公共団体手数料令」に示された額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 防災環境課

17 ⑤衛生関係 5-4 狂犬病予防注射済票再交付手数料 「地方公共団体手数料令」に示された額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 防災環境課

18 ⑤衛生関係 5-5
鳥獣の飼養に係る登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交
付手数料

「地方公共団体手数料令」に示された額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 農林課

19 ⑤衛生関係 5-6 ごみ処理手数料 １３市町村の共同処理施設までの収集運搬経費より算定した額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 防災環境課

20 ⑥医療・介護・福祉関係 6-1 忠類歯科診療所文書発行手数料 指定管理者と協議の上定めており、統一的な算定方法によらないため。 保健福祉課

21 ⑥医療・介護・福祉関係 6-13 介護予防サービス計画等作成手数料 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額と定められているため。 保健課

22 ⑧建築関係 8-1 優良住宅新築認定申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

23 ⑧建築関係 8-2 優良宅地造成認定申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

24 ⑧建築関係 8-3 建築確認申請等手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

25 ⑧建築関係 8-4 工作物確認申請等手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

26 ⑧建築関係 8-5 建築物完了検査手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

27 ⑧建築関係 8-6 工作物完了検査手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

28 ⑧建築関係 8-7 道路位置指定申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

29 ⑧建築関係 8-8 仮設建築物建築許可申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

30 ⑧建築関係 8-9 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

31 ⑧建築関係 8-10
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手
数料

都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

32 ⑧建築関係 8-11 同一敷地内建築物以外の建築認定申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

33 ⑧建築関係 8-12 複数建築物の認定の取消し申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

34 ⑧建築関係 8-13
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷
地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後
退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

35 ⑧建築関係 8-14 適合通知に係る審査手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

36 ⑧建築関係 8-15 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

37 ⑧建築関係 8-16 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

38 ⑧建築関係 8-17
譲受人を決定した場合における認定長期優良住宅建築等計画変更認
定申請手数料

都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

39 ⑧建築関係 8-18 長期優良住宅建築等計画認定地位継承承認申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

40 ⑧建築関係 8-19 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

41 ⑧建築関係 8-20 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

42 ⑧建築関係 8-21 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

43 ⑧建築関係 8-22 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

44 ⑧建築関係 8-23 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 都市計画区域を指定している近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

45 ⑨都市計画関係 9-1 開発行為許可申請手数料 「地方公共団体手数料令」に示された額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

46 ⑨都市計画関係 9-2 開発行為変更許可申請手数料 「地方公共団体手数料令」に示された額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

47 ⑨都市計画関係 9-3
用途地域の定められていない土地の区域内における建築物建築特例
許可申請手数料

「地方公共団体手数料令」に示された額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

48 ⑨都市計画関係 9-4 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 「地方公共団体手数料令」に示された額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

49 ⑨都市計画関係 9-5
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申
請手数料

「地方公共団体手数料令」に示された額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

50 ⑨都市計画関係 9-6 開発許可地位継承承認申請手数料 「地方公共団体手数料令」に示された額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

51 ⑨都市計画関係 9-7 開発登録簿の写しの交付手数料 「地方公共団体手数料令」に示された額で、近隣自治体と均衡を図っているため。 都市計画課

52 ⑩水道関係 10-1 指定給水装置工事事業者申請手数料 地方公営企業法を適用し、独立採算制に基づき手数料を設定しているため。 水道課

53 ⑩水道関係 10-2 設計審査手数料 地方公営企業法を適用し、独立採算制に基づき手数料を設定しているため。 水道課

54 ⑩水道関係 10-3 工事検査手数料 地方公営企業法を適用し、独立採算制に基づき手数料を設定しているため。 水道課

55 ⑩水道関係 10-4 幕別町水道事業給水条例第29条第２項の確認をするときの手数料 地方公営企業法を適用し、独立採算制に基づき手数料を設定しているため。 水道課

56 ⑩水道関係 10-5 設計審査手数料（簡易水道） 地方公営企業法を適用し、独立採算制に基づく手数料設定を進めているため。 水道課

57 ⑩水道関係 10-6 工事検査手数料（簡易水道） 地方公営企業法を適用し、独立採算制に基づく手数料設定を進めているため。 水道課

58 ⑩水道関係 10-7
幕別町簡易水道事業給水条例第28条第２項の確認をするときの手数
料

地方公営企業法を適用し、独立採算制に基づく手数料設定を進めているため。 水道課

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

基本方針の適用手数料一覧

基本方針の適用除外手数料一覧
適用除外の理由

該当条例等

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町個人情報保護条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町行政不服審査条例

幕別町情報公開条例

幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例

幕別町手数料条例
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小中学校 高等学校
スポーツ
少年団

中学校
部活動

高等学校
部活動

体育連盟

体育団体
ＰＴＡ

社会教育
関係団体
（婦連協
、青連協
、子供会
等）

社会福祉
関係団体
（社協、
障がい者
関係、老
人クラブ
、遺族会
等）

文化協会

文化団体

町立 私立 町立 私立

コミュニティセンター
幕別町コミュニティ
センター条例
（内規あり）

有※ 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割 10割

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

・町外保育所・幼稚園・小中学校・高校・
　ＰＴＡ：５割
・町外スポーツ少年団・社会教育関係団体
　（婦連協、青連協、子供会等）・社会福
　祉関係団体（社協、障がい者関係、老人
　クラブ、遺族会等）：５割（ただし、入
　場料を徴収する場合は減免なし）

札内コミュニティプラザ
幕別町札内コミュニ
ティプラザ条例
（内規あり）

10割 10割 有※ 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割

10割
（同一月
で５回目
以降の使
用は減免
なし）

・町外小中学校・高校：５割

近隣センター

幕別町近隣センター
の設置及び管理に関
する条例
（内規あり）

有※ 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割 10割

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

・町外保育所・幼稚園・小中学校・高校・
　ＰＴＡ：５割
・町外スポーツ少年団・社会教育関係団体
　（婦連協、青連協、子供会等）・社会福
　祉関係団体（社協、障がい者関係、老人
　クラブ、遺族会等）：５割（ただし、入
　場料を徴収する場合は減免なし）

町民会館
幕別町民会館条例
（内規あり）

有※ 10割 10割 10割 10割 10割 10割

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割 10割 10割

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

・高校地区別ＰＴＡ懇談会：10割
・叙勲等祝賀会、建設企業組合講習会：５
　割
・結婚祝賀会：８割

百年記念ホール
幕別町百年記念ホー
ル条例・施行規則
（内規あり）

10割

10割
（備付物
件は５割

）

有※ 10割 10割 10割

10割
（備付物
件は５割

）

10割

10割
（備付物
件は５割

）

10割
（備付物
件は５割

）

10割

10割
（備付物
件は５割

）

10割
（備付物
件は５割

）

10割
（備付物
件は５割

）

10割
（備付物
件は５割

）

10割
（備付物
件は５割

）

10割
（備付物
件は５割

）

・町外小中学校：５割
・十勝文化団体協議会、十勝中学校・高校
　文化連盟：10割

駒畠公民館
幕別町公民館条例
（内規あり）

有※ 10割 10割 10割 10割 10割 10割

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割 10割 10割

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

10割
（入場料
を徴収す
る場合は
５割）

・高校地区別ＰＴＡ懇談会：10割
・叙勲等祝賀会、建設企業組合講習会：５
　割
・結婚祝賀会：８割

集団研修施設こまはた
幕別町集団研修施設
こまはた条例・管理
運営要綱

10割※ 10割※ 10割※ 10割※ 10割※ 10割※ 10割※ 10割※
・町内子供会：10割※
・障がい者：10割※

農業者トレーニングセンター
幕別運動公園野球場
幕別運動公園陸上競技場
札内スポーツセンター
忠類体育館

幕別町体育館条例
（内規あり）

有※ 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割 10割

・町外小中学校・高校：７割（ただし、町
　内学校と合同の場合８割）
・十勝東部４町の各種競技団体が協力して
　行う大会・事業：10割
・中体連、高体連、町外の中学校及び高校
　の連合体（クラブチーム、連合チーム）
　：10割
・町外ＰＴＡ：５割
・町外体育連盟、体育団体：５割（ただし
　、町内団体と共催の場合は７割）
・町外社会教育関係団体（婦連協、青連協
　、子供会等）：５割
・町外社会福祉関係団体（社協、障がい者
　関係、老人クラブ、遺族会等）：７割

白銀台スキー場宿泊ロッジ
幕別町スキー場条
例・施行規則

有※ ・おためし暮らし：５割※

農業担い手支援センター

幕別町農業担い手支
援センター条例・施
行規則
（内規なし）

有※ 有 有※ 有※ 有※ 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

幕別ふるさと味覚工房
幕別ふるさと味覚工
房設置条例
（内規なし）

有※ 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

忠類ふれあいセンター福寿
幕別町ふれあいセン
ター福寿条例施行規
則

有※ 有※ 有※ 有※ 有※ 有※ 有※ 有※

「※」は条例・規則・要綱に規定しているもの

基本方針の減免基準 団体等利用 10割 10割 10割
町が認めて

いる行事

10割

町が認めて

いる行事

10割

町が認めて

いる行事

10割

町が認めて

いる行事

10割

町が認めて

いる行事

10割

本来の目
的で使用
10割

本来の目
的で使用
10割

本来の目
的で使用
10割

公共施設別の使用料減免基準一覧

町が主催 町が共催
保育所

施設名称 減免規定

減免基準

幼稚園

国、地方
公共団体
（国、道
、他自治
体等）

町民

町内会

町長等が認めるとき

町内

町外団体他

公共的
団体

（交通安
全協会、
消費者協
会等）

公共的
団体

（農協、
森林組合
、商工会
等）
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法令の規定に
より、無料で
取り扱いをし
なければなら
ないもの

生活保護法の
適用を受けて
いる者から請
求があったと
き

官公署から請
求があったと
き

公用で使用す
るとき

町長が特に必
要と認めたも
の

入居者が入院
又はやむを得
ない事情によ
り長期にわた
り不在となっ
たとき

天然記念物北
海道犬保存規
則に指定され
ている犬であ
るとき

天災その他特
別な事情があ
ると認めたと
き

公益上の理由
により減免の
必要があると
認めたとき

清掃のボラン
ティア活動に
よって収集さ
れた一般廃棄
物を処理する
とき

地籍図等交付手数料
地籍図等閲覧手数料
税関係証明手数料
印鑑登録関係手数料
身分に関する証明手数料
不在籍証明手数料
住民基本台帳閲覧手数料
戸籍の附票謄抄本交付手数料
住民票謄抄本交付手数料
不在証明手数料
介護保険料等納付証明手数料
現況証明手数料
嘱託登記手数料
その他の証明書等手数料
その他地図・図面等の写しの交付手数料

幕別町手数料条例 免除 免除 免除 免除 免除

情報公開に係る公用書の写しの作成に要
する費用

幕別町情報公開条例 減額・免除

行政不服審査に係る公用書の写しの作成
に要する費用

幕別町行政不服審査条例 減額・免除

自己に関する保有個人情報の写しの作成
に要する費用

幕別町個人情報保護条例 減額・免除

狂犬病予防法関係手数料 幕別町狂犬病予防法に基づく手数料条例 減額・免除 減額・免除 減額・免除

し尿処理手数料
一般廃棄物処理業等許可申請手数料

幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 減額・免除 減額・免除 減額・免除 減額・免除

指定給水装置工事事業者申請手数料
設計審査等手数料

幕別町水道事業給水条例 減額・免除 減額・免除

設計審査等手数料 幕別町簡易水道事業給水条例 減額・免除 減額・免除

〇幕別町手数料条例 〇幕別町狂犬病予防法に基づく手数料条例
　（手数料の減免） 　（手数料の減免）
　第５条　次に掲げるものは、手数料を徴収しない。 　第４条　第２条に規定する手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、当該
　(１)　法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの。 　　登録等に係る犬が天然記念物北海道犬保存規則（昭和61年北海道教育委員会規則第23号）に指定されているも
　(２)　生活保護法（昭和25年法律第144号）の適用を受けている者から請求があったとき。 　　のであるとき、及び犬の所有者が生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づき扶助を受けるものであるとき
　(３)　官公署から請求があったとき。 　　その他町長が特別の理由があると認めたときは、減免することができる。
　(４)　公用で使用するとき。
　(５)　前各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたもの。 〇幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

　（処理手数料の減免）
〇幕別町情報公開条例 　第18条　町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、その申請に基づき処理手数料を減免することができる。
　（費用の負担） 　(１)　天災その他特別な事情があると認めたとき。
　第14条　前条の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、別表に定める費用を負担しなければなら 　(２)　公益上の理由により減免の必要があると認めたとき。　
　　ない。ただし、町長が特に必要と認める時は、写しの作成に要する費用の全部又は一部を減免すること 　(３)　清掃のボランティア活動によって収集された一般廃棄物を処理するとき。
　　ができる。 　(４)　その他特に町長が必要と認めたとき。

〇幕別町行政不服審査条例 〇幕別町水道事業給水条例
　（手数料等） 　（料金及び手数料等の減免）
　第４条 　第27条の２　町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならな
　３　町長が特に必要と認める時は、前項に規定する費用の額の全部又は一部を減免することができる。 　　い料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

〇幕別町個人情報保護条例 〇幕別町簡易水道事業給水条例
　（費用の負担） 　（料金及び手数料等の減免）
　第20条　前条の規定により保有個人情報の写しの交付を受けるものは、別表に定める費用を負担しなけれ 　第26条の２　町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならな
　　ばならない。ただし、町長が特に必要と認める時は、写しの作成に要する費用の全部又は一部を減免す 　　い料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
　　ることができる。

手数料別の減免基準一覧
減免基準

手数料 条例名
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営利目的で使用する場合 営利目的で使用する場合

施設名 販売を伴わない場合 販売を伴う場合 施設名 販売を伴わない場合 販売を伴う場合

町民会館 5割 10割 町民会館

百年記念ホール 5割 10割 百年記念ホール

幕別運動公園野球場 － － 幕別運動公園野球場

幕別運動公園陸上競技場 － － 幕別運動公園陸上競技場

農業者トレーニングセンター － － 農業者トレーニングセンター

札内スポーツセンター － － 札内スポーツセンター

幕別地区コミュニティセンター 5割 10割 幕別地区コミュニティセンター

札内コミュニティプラザ 5割 10割 札内コミュニティプラザ

近隣センター 5割 10割 近隣センター

忠類コミュニティセンター 5割 10割 忠類コミュニティセンター

忠類ふれあいセンター福寿 5割 10割 忠類ふれあいセンター福寿

農業担い手支援センター 5割 10割 農業担い手支援センター

入場料等を徴収する場合 入場料等を徴収する場合

施設名 1,000円超3,000円以下 3,000円超 施設名 1,000円未満 1,000円以上3,000円未満 3,000円以上

町民会館 5割 10割 町民会館

百年記念ホール 5割 10割 百年記念ホール

施設名 区分なし

幕別運動公園野球場 40割（5倍） 幕別運動公園野球場

幕別運動公園陸上競技場 40割（5倍） 幕別運動公園陸上競技場

農業者トレーニングセンター 40割（5倍） 農業者トレーニングセンター

札内スポーツセンター 40割（5倍） 札内スポーツセンター

施設名 100円未満 100円以上500円未満 500円以上

幕別地区コミュニティセンター 5割 10割 15割 幕別地区コミュニティセンター

札内コミュニティプラザ 5割 10割 15割 札内コミュニティプラザ

近隣センター 5割 10割 15割 近隣センター

施設名 500円未満 500円以上1,000円未満 1,000円以上

忠類コミュニティセンター 5割 10割 15割 忠類コミュニティセンター

忠類ふれあいセンター福寿 5割 10割 15割 忠類ふれあいセンター福寿

施設名 3,000円以下 3,000円超

農業担い手支援センター 5割 10割 農業担い手支援センター

5割 10割 15割

公共施設の営利目的等による加算一覧

【現行料金】 【新 料 金】

10割 20割
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町スポーツ少年団登録団体 町内中学校の部活動 町内高等学校の部活動
区分 番号 単位団名 区分 番号 部活動名 区分 番号 部活動名

幕小地区 1 幕別野球少年団 幕別中学校 1 野球部 幕別清陵高校 1 野球部

2 幕別陸上少年団 2 男子バスケットボール部（札東中と合同） 2 サッカー部

3 幕別剣道少年団 3 ソフトテニス部 3 バスケットボール部

4 幕別柔道少年団 4 卓球部 4 女子バレーボール部

5 幕別中央水泳少年団 5 陸上部 5 バドミントン部

6 幕別中央スケート少年団 6 吹奏楽部 6 卓球部

7 幕別浦幌アイスホッケー少年団 糠内中学校 7 バドミントン部 7 テニス部

8 幕別卓球少年団 8 陸上部 8 陸上部

白人地区 9 白人野球少年団 札内中学校 9 野球部 9 柔道部

10 白人シャイニング（バレーボール） 10 ソフトボール部（札東中と合同） 10 軽音楽部

11 白人サッカー少年団 11 サッカー部 11 吹奏楽部

12 白人スケート少年団 12 男子バスケットボール部 12 書道部

13 札内テニス少年団 13 女子バスケットボール部 中札内高等養護

14 Ｓｐｏ-ＲＥ札内陸上 14 女子バレーボール部 学校幕別分校

札南地区 15 札内南ライオンズ野球 15 卓球部

16 札内南バレーボール少年団 16 ソフトテニス部

17 札南ラビッツミニバスケットボール少年団 17 陸上部

18 札南ＷＥＥＤ（サッカー） 18 スピードスケート部

19 札内南スピードスケート少年団 19 吹奏楽部

20 札内スキー少年団 20 総合文化部

札北地区 21 札内北フェニックススポーツ（野球） 札内東中学校 21 野球部

22 幕別札内ＦＣ（サッカー） 22 ソフトボール部（札中と合同）

23 札内北小学校スケートスポーツ少年団 23 サッカー部

24 幕別トランポリンクラブフーニ 24 男子バスケットボール部（幕中と合同）

全町地区 25 幕別ジュニアバドミントンクラブ 25 女子バスケットボール部

26 サタデースイミングスクール 26 女子バレーボール部

27 幕別町空手道スポーツ少年団 27 卓球部

28 札内サンダースミニバスケットボール少年団 28 女子ソフトテニス部

29 札内スピードスケート少年団 29 陸上部

小規模校地区 30 途別スポーツ少年団 30 吹奏楽部

31 明倫スポーツ少年団 31 パソコン部

32 古舞スポーツ少年団 忠類中学校 32 野球部

33 糠内スポーツ少年団 33 女子バレーボール部

忠類地区 34 忠類野球スポーツ少年団 34 卓球部

35 忠類バレーボール少年団 35 スケート部

36 忠類スケート少年団 36 スキー部

37 忠類スキースポーツ少年団

町スポーツ少年団登録団体及び町内中学校・高等学校部活動一覧

13 スポーツ部
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答申(案)

３月下旬 第３回　使用料等審議会 基本方針(案)決定

【令和３年度】

時期 項目 内容
基本方針の
作成状況

３月下旬 第４回　使用料等審議会

４月１日 条例施行

【令和４年度】

時期 項目 内容
基本方針の
作成状況

10月～３月 町民・関係団体へ周知 新料金周知

７月 総務文教常任委員会へ整備条例改正(案)説明 条例改正(案)説明

９月上旬 整備条例改正の提案・改正 条例改正

R3.2.5 総務文教常任委員会へ基本方針(素案)説明 基本方針(素案)説明

３月中旬 総務文教常任委員会へ基本方針(案)説明 基本方針(案)・新料金説明

第２回　使用料等審議会 基本方針(案)・新料金説明 （案）

R3.2.9～28

R3.3.4

パブリックコメント実施

R3.1.25 第２回　使用料等庁内検討委員会 基本方針(素案)決定

R3.1.29 第１回　使用料等審議会、審議会へ諮問 基本方針(素案)説明

R2.7.21 第８回　使用料等庁内検討委員会幹事会
料金の適用時期、
激変緩和措置

R2.12.24 理事者へ基本方針(素案)説明 基本方針(素案)説明

R2.6.12 第６回　使用料等庁内検討委員会幹事会 使用料全般、減免基準

R2.7.1 第７回　使用料等庁内検討委員会幹事会 減免基準、手数料全般

R2.5.27 第５回　使用料等庁内検討委員会幹事会 使用料全般、減免基準

R2.6.15 使用料等審議会　委員確定

R2.5.14 第３回　使用料等庁内検討委員会幹事会 使用料全般、減免基準

R2.5.20 第４回　使用料等庁内検討委員会幹事会 使用料全般、減免基準

R2.4.1 使用料等審議会　公募委員募集

R2.4.30 第２回　使用料等庁内検討委員会幹事会 使用料全般 （素案）

課長連絡会議 今後の対応等説明

R2.2.17 第１回　使用料等庁内検討委員会幹事会
基本方針たたき台説明、

使用料全般

【令和２年度】

時期 項目 内容
基本方針の
作成状況

　　　　　　　　　使用料・手数料の見直しスケジュール

【令和元年度】

時期 項目 内容
基本方針の
作成状況

R3.3.31 使用料等審議会から答申

R2.2.7 使用料等庁内検討委員会、幹事会設立 任命文書発出

R2.2.12 第１回　使用料等庁内検討委員会 基本方針たたき台説明

R2.1.28 部長会議 今後の対応等説明

R2.2.3
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とき   ところ   定員   料金   対象   内容   申込期限   持ち物   その他   問い合わせ   申し込み 　　　　　　　　　　 提出先   Ｅメール   ホームページ   ※【市外局番】 ☎ 0155　 01558 62021.２月号7 広報まくべつ  No.829

INFORMATION

　町では、平成 28 年に幕別町行政改革推進大綱（第４次）前期推進計画を策定し、これにより行政改革の取組を進めて
きたところでありますが、この計画期間が本年度をもって終了します。これまでの行政改革の成果や課題を踏まえながら、
引き続き行政サービスの向上や行政運営の効率化を図るため、令和３年度を始期とする「幕別町行政改革推進大綱（第
４次）後期推進計画」を策定します。

【意見の募集期間】　２月９日㊋～２月 22 日㊊まで※郵送の場合は当日必着

みなさんの意見を募集します

1幕別町都市計画マスタープラン（案）・幕別町緑の基本計画（案）

パブリックコメント
町では、次の計画及び基本方針についてパブリック
コメントにより町民のみなさんの意見を募集します。

【意見を提出できる方】
町内に住所を有している方、町内に通勤または通学している方、町内に事務所または事業所を有する方、パブリックコメ

ント（住民意見募集）手続きに関する事案に利害関係を有する方
【意見の提出方法】

資料の閲覧場所に備え付けの ｢意見の提出書｣ または、意見を記入した用紙（様式は問いません）に、計画等の名称、住所、
氏名、電話番号を記載して問い合わせ先に持参、郵送、ＦＡＸ、電子メールで提出してください。

【注意事項】
①障がいなどの理由により文書による提出が困難な場合以外は、電話や口頭による意見は受付できません。
②提出された意見は、内容を整理し、意見に対する町の考え方を広報紙などで公表します。なお、提出時に記載された住所、

氏名については、公表しません。
③意見に対する個別の回答は行いません。また、意見を求める内容と直接関係のない意見と判断できるようなものについては、

意見として取り扱いませんのでご了承ください。

　町では、令和２年度に幕別町都市計画マスタープラン及び幕別町緑の基本計画の目標年度を迎えることから、新たな計
画の策定にあたり、町民のみなさんから意見を募集します。

【意見の募集期間】　２月１日㊊～３月２日㊋まで※郵送の場合は当日必着
【資料の閲覧場所】

役場都市計画課、忠類コミュニティセンター 1 階ロビー、札内コミュニティプラザ
※町ホームページ　http://www.town.makubetsu.lg.jp/（トップページ＞町政情報＞広報＞パブリックコメント）

【問い合わせ・提出先】　幕別町都市計画課計画係（〒 089-0692 幕別町本町 130 番地１）
☎ 54-6623  54-3611  keikakukakari@town.makubetsu.lg.jp

2幕別町行政改革推進大綱（第４次）後期推進計画（案）

3幕別町使用料・手数料の見直しに関する基本方針（案）
　公共施設の使用料や証明書交付等の手数料の算定方法等を明確化することで、料金の適正化を図るとともに、受益者
負担の原則の徹底及び減免基準の見直しにより、負担の公平性・公正性を確保することを目的に「幕別町使用料・手数
料の見直しに関する基本方針」を策定します。

【意見の募集期間】　２月９日㊋～２月 28 日㊐まで※郵送の場合は当日必着
【資料の閲覧場所】

役場１階ロビー、忠類コミュニティセンター 1 階ロビー、糠内出張所、駒畠公民館、札内コミュニティプラザ、忠類
ふれあいセンター福寿、幕別南コミセン、幕別北コミセン、札内北コミセン、札内南コミセン、農業者トレーニング
センター、札内スポーツセンター、町民会館、百年記念ホール、忠類体育館、保健福祉センター、老人福祉センター、
農業担い手支援センター
※町ホームページ　http://www.town.makubetsu.lg.jp/（トップページ＞町政情報＞広報＞パブリックコメント）

【問い合わせ・提出先】　幕別町政策推進課政策推進担当（〒 089-0692 幕別町本町 130 番地１）
☎ 54-6610  54-3727  seisakutanto@town.makubetsu.lg.jp

さいわい町整体施療院
肩こり・膝の痛み・腰痛・骨盤矯正等

●全身 60 分  3,500 円　●営業時間 AM9：00 ～ PM8：00
●予約制（予約受付 PM7：00 迄）　●定休日　水曜日　　

※洋服の仕立て・お直し・洋裁教室も同時営業

幕別町幸町 41携帯 090-8633-9063
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○幕別町使用料等審議会条例 

昭和50年９月26日条例第29号 

改正 

平成12年９月29日条例第60号 

幕別町使用料等審議会条例 

（設置） 

第１条 使用料及び手数料等（以下「使用料等」という。）について審議するため、幕別町

使用料等審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、当該使用料等の額について審議し、答申するものと

する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 公募による者 

３ 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年９月29日条例第60号） 

この条例は、平成13年１月１日から施行する。 
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